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非開示理由等 所管局部課等

1 H28.10.5 H28.12.2
標識変更届（２８オ大一第１１８号）、開発行為基本計画書（事前相談書）、標識変
更届、一定規模以上の土地の形質の変更届出書、土地利用の履歴等調査届出書

37 1
オリンピック・パラリ
ンピック準備局大会施
設部調整課

2 H28.10.5 H28.12.2

関係者協議議事録【H28年5月20日】（国際バレーボール連盟・日本バレーボール協会・大会組
織委員会）、子育て支援施設の設置に関する協議書【平成27年8月26日】、（仮称）有明アリー
ナ整備に関する交通協議資料（概要版・本編・資料編）【平成27年10月】、大規模建築物等の
建築等に係る事前協議書資料【平成27年10月16日】、東京都市計画臨海副都心有明北地区再開
発等促進区を定める地区計画　企画提案書の提出及び都市計画手続きの依頼についての資料
【平成27年11月16日】、都市開発諸制度　地球温暖化対策に関するチェックシート（平成27年
度版）・有明アリーナ（仮称）新築計画概要【平成27年11月】、都市開発諸制度緑化計画
チェックシート・有明アリーナ（仮称）緑化計画書【平成27年11月】、みどりの計画書・有明
アリーナ（仮称）みどりの計画書【平成27年11月12日】、車いすバスケットボール競技連盟ヒ
アリング【平成28年5月24日】、説明会等報告書資料【平成28年8月9日】、開発許可の要否につ
いての資料【平成28年9月1日】、関係者協議議事録【H27年11月13日】（日本水泳連盟）、関係
者協議議事録【H27年12月9日】（国際水泳連盟、日本水泳連盟、組織委員会）、関係者協議議
事録【H27年12月10日】（国際水泳連盟、日本水泳連盟、組織委員会）、関係者協議議事録
【H28年2月16日】（日本水泳連盟）、関係者協議議事録【H28年4月8日】（日本水泳連盟）、関
係者協議議事録【H28年5月6日】（日本水泳連盟）、関係者協議議事録【H28年6月1日】（日本
水泳連盟、日本アンチドーピング機構）、関係者協議議事録【H28年6月1日】（日本水泳連
盟）、関係者協議議事録【H28年8月30日】（日本水泳連盟）、オリンピック・アクアティクス
センター（仮称）に関する交通協議資料（概要版）【平成28年6月】、オリンピック・アクア
ティクスセンター（仮称）に関する交通協議資料【平成28年6月】、説明会等報告書【平成28年
8月22日】

873 1 1 1 1 1 1

（7条2号）個人に関する情報で特定の個人を識別することができる
ものに該当するため。
（7条3号）団体の事業活動に係る情報であり、公にすることにより
当該団体の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそ
れがあるため。テクニカルマニュアルはIOCと開催都市との間で守秘
義務が設定されており、IOCの事業運営上の地位が損なわれると認め
られるため。
（7条4号）セキュリティに関する情報であって、公にすることによ
り、テロ等による犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあると認めら
れる情報であるため。
（7条5号）会場計画の協議に係る検討過程の情報であって、公にす
ることにより、未成熟な情報が確定した情報と誤解され、都民の間
に混乱を生じさせるおそれがあるため。
（7条6号）会場計画に関する協議に係る検討過程の情報であること
から、公にすることにより、関係団体等からの信頼を不当に損なう
ことになると認められるものであり、今後のオリンピック・パラリ
ンピック事業の運営上支障を及ぼすおそれがあるため。テクニカル
マニュアルはIOCと開催都市との間で守秘義務が設定されており、公
にすることにより、IOCからの信頼を不当に損なうことになると認め
られるものであり、オリンピック・パラリンピック事業の運営上支
障を及ぼすおそれがあるため。

オリンピック・パラリ
ンピック準備局大会施
設部調整課

3 H28.10.5 H28.12.2

第1回有明アリーナ施設運営計画策定検討会【H27.10.28】、第2回有明アリーナ施設運営計画策
定検討会【H27.12.2】、第3回有明アリーナ施設運営計画策定検討会【H28.1.7】、第4回有明ア
リーナ施設運営計画策定検討会【H28.2.17】、日本バレーボール協会との打合せ議事要旨
【H27.10.8】、日本バレーボール協会との打合せ議事要旨及び「有明アリーナ」床材の件（ご
提案）（日本バレーボール協会）【H27.12.11】、日本バレーボール協会との意見交換議事録
【H28.3.8】、要望書＜有明アリーナ基本床素材の件＞（日本バレーボール協会）及び面会議事
要旨【H28.4.11】、日本バレーボール協会との面会議事要旨【H27.4.21】、日本バレーボール
協会との面会議事要旨【H27.5.18】、陳情書（東京都バレーボール協会）【H28.7.26】、第1回
オリンピックアクアティクスセンター　施設運営計画策定検討会【H27.10.30】、第2回オリン
ピックアクアティクスセンター　施設運営計画策定検討会【H27.11.30】、第3回オリンピック
アクアティクスセンター　施設運営計画策定検討会【H28.1.7】、第4回オリンピックアクア
ティクスセンター　施設運営計画策定検討会【H28.2.17】、日本水泳連盟・東京都水泳協会と
のヒアリング議事録【H27.12.9】、日本水泳連盟打合せ議事録【H28.3.25】、日本水泳連盟打
合せ議事録【H28.5.23】、日本水泳連盟からの調査シート回答、東京都水泳協会からの調査
シート回答

352 1 1 1 1 1 1

（7条2号）個人に関する情報で特定の個人を識別することができる
ものに該当するため。
（7条3号）団体の事業活動に係る情報であり、公にすることにより
当該団体の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそ
れがあるため。
（7条4号）公にすることにより、偽造による犯罪の予防に支障を及
ぼすおそれがあるため。
（7条5号）検討過程の情報であって、公にすることにより、未成熟
な情報が確定した情報と誤解され、都民の間に混乱を生じさせるお
それがあるため。
（7条6号）公にすることにより、関係団体等からの信頼を不当に損
なうことになると認められ、また意思決定の中立性が不当に損なわ
れるおそれがあると認められるものであり、今後のオリンピック・
パラリンピック事業の運営上支障を及ぼすおそれがあるため。

オリンピック・パラリ
ンピック準備局大会施
設部調整課

4 H28.10.5 H28.12.2
「海の森水上競技場」後利用について、第4回新規恒久施設等の後利用に関するアド
バイザリー会議、一定の規模以上の土地の形質の変更届出書、土地利用の履歴等調査
届出書

102 1
オリンピック・パラリ
ンピック準備局大会施
設部調整課

5 H28.10.5 H28.12.2

日本カヌー連盟協議資料　海の森水上競技場及び周辺工事　整備スケジュール【平成
27年8月13日】、国際カヌー連盟協議資料　海の森水上競技場及び周辺工事　整備ス
ケジュール（英訳版・Sea Forest Waterway and related  projects/Schedule of
Construction)【平成27年8月20日】、日本カヌー連盟打合せ資料【平成27年10月15
日】、国際カヌー連盟打合せ資料【平成27年10月18日】、日本ボート連盟打合せ資料
【平成27年10月28日】、日本ボート連盟協議資料【平成28年2月5日】、日本ボート連
盟打合せ資料【平成28年3月17日】、日本カヌー連盟打合せ資料【平成28年3月17
日】、日本ボート協会打合せ資料【平成28年3月15日】、国際ボート連盟・国際カ
ヌー連盟打合せ資料【平成28年3月22日】、議事録【2016.3.22】、議事録
【2016.3.23】、議事録【2016.3.24午前】、議事録【2015.10.18】

215 1 1 1 1 1 1

（7条2号）個人に関する情報で特定の個人を識別することが
できるものに該当するため。
（7条3号）テクニカルマニュアルはIOCと開催都市との間で守
秘義務が設定されており、IOCの事業運営上の地位が損なわれ
ると認められるため。
（7条4号）セキュリティに関する情報であって、公にするこ
とにより、テロ等による犯罪の予防に支障を及ぼすおそれが
あると認められる情報であるため。
（7条5号）会場計画の協議に係る検討過程の情報であって、
公にすることにより、未成熟な情報が確定した情報と誤解さ
れ、都民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため。
（7条6号）テクニカルマニュアルはIOCと開催都市との間で守
秘義務が設定されており、公にすることにより、IOCからの信
頼を不当に損なうことになると認められるものであり、オリ
ンピック・パラリンピック事業の運営上支障を及ぼすおそれ
があるため。

オリンピック・パラリ
ンピック準備局大会施
設部調整課

6 H28.10.5 H28.12.2

第1回海の森水上競技場　施設運営計画策定検討会【H27.10.28】、第2回海の森水上
競技場　施設運営計画策定検討会【H27.12.2】、第3回海の森水上競技場　施設運営
計画策定検討会【H28.1.7】、第4回海の森水上競技場　施設運営計画策定検討会
【H28.2.16】、ボート協会との打合せ議事録【H27.12.1】、日本ボート協会との打ち
合わせ議事要旨【H28.5.19】、日本ボート協会要望書【H28.9.14】、日本ボート協会
との打合せ議事要旨【H28.9.21】、日本カヌー連盟との打合せ議事録【H27.12.4】、
日本カヌー連盟との打合せ議事録【H28.5.18】、日本カヌー連盟との打合せ議事録
【H28.10.3】、日本トライアスロン連合との打合せ議事録【H28.10.5】、ドラゴン
ボート協会との打合せ議事録【H27.12.7】、日本スタンドアップパドルボート協会と
の打合せ議事録【H28.1.14】、日本スタンドアップパドルボート協会との打合せ議事
録【H28.4.7】

134 1 1 1 1 1 1

（7条2号）個人に関する情報で特定の個人を識別することが
できるものに該当するため。
（7条3号）団体の事業活動に係る情報であり、公にすること
により当該団体の事業運営上の地位その他社会的な地位が損
なわれるおそれがあるため。
（7条4号）公にすることにより、偽造による犯罪の予防に支
障を及ぼすおそれがあるため。
（7条5号）検討過程の情報であって、公にすることにより、
未成熟な情報が確定した情報と誤解され、都民の間に混乱を
生じさせるおそれがあるため。
（7条6号）団体の事業活動に係る情報であり、公にすること
より、関係団体との信頼関係が損なわれるおそれがあると認
められものであり、今後のオリンピック・パラリンピック事
業の運営上支障を及ぼすおそれがあるため。

オリンピック・パラリ
ンピック準備局大会施
設部調整課

7 H28.10.5 H28.12.2 都と国と組織委の役割分担に関する文書すべて 1
当該公文書は、実施機関では作成及び取得をしておらず、存在しな
いため。

オリンピック・パラリ
ンピック準備局総務部
総務課

8 H28.11.22 H28.12.5
28-00023　駒沢オリンピック公園総合運動場（28）管制塔受変電設備改修工事の工事
内訳書

15 1
オリンピック・パラリ
ンピック準備局大会施
設部施設整備第二課

9 H28.10.19 H28.12.7

議事録【2015.10.28】、議事録【2016.2.5】、議事録【2016.3.17】、議事録【2016.3.24午
後】、2020五輪ボート競技会場の後利用について【H28.9.14】、議事録【2016.3.22】、議事録
【2016.3.23】、議事録【2016.3.24午前】、ボート協会との打合せ議事録【H27.12.1】、日本
ボート協会との打合せ議事要旨【H28.5.19】、日本ボート協会との打合せ議事要旨
【H28.9.21】、日本カヌー連盟との打合せ議事録【H27.12.4】、日本カヌー連盟との打合せ議
事録【H28.5.18】、日本カヌー連盟との打合せ議事録【H28.10.3】、日本トライアスロン連合
との打合せ議事録【H28.10.5】、ドラゴンボート協会との打合せ議事録【H27.12.7】、日本ス
タンドアップパドルボート協会との打合せ議事録【H28.1.14】、日本スタンドアップパドル
ボート協会との打合せ議事録【H28.4.7】

52 1 1 1 1 1 1 1

（7条2号）個人に関する情報で特定の個人を識別することができる
ものに該当するため。
（7条3号）団体の事業活動に係る情報であり、公にすることにより
当該団体の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそ
れがあるため。
（7条4号）公にすることにより、偽造による犯罪の予防に支障を及
ぼすおそれがあるため。
（7条5号）検討過程の情報であって、公にすることにより、未成熟
な情報が確定した情報と誤解され、都民の間に混乱を生じさせるお
それ又は、特定の者に不当に利益若しくは不利益を及ぼすおそれが
あるため。
（7条6号）関係団体が検討する未公表の情報であり、公にすること
により、関係団体との信頼を不当に損なうことになると認められる
ものであり、今後のオリンピック・パラリンピック事業の運営上支
障を及ぼすおそれがあるため。
（7条7号）第三者が、公にしないとの条件で任意に提供した情報で
あって、公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになる
と認められるため。

オリンピック・パラリ
ンピック準備局大会施
設部調整課

10 H28.10.13 H28.12.12
ボート会場整備案の比較　比較表
（東京五輪パラリンピックボート会場選定にあたる2014年調査の比較書類）

9 1
オリンピック・パラリ
ンピック準備局大会施
設部施設整備第一課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

11 H28.12.1 H28.12.13
ロンドンオリンピック・パラリンピック競技大会における想定リスクの抽出及び各組
織の役割分担に関する調査委託の予定価格調書

1 1 1
（7条6号）公にすることにより、今後の都の契約事務の適正
な執行に支障を及ぼすおそれがあるため。

オリンピック・パラリ
ンピック準備局総合調
整部調整課

12 H28.11.30 H28.12.14 東京体育館（２４）大型映像装置設備改修工事の工事成績評定通知書 2 1 1
（7条2号）個人に関する情報で特定の個人を識別することが
できるものに該当するため。

オリンピック・パラリ
ンピック準備局大会施
設部施設整備第二課

13 H28.11.15 H28.12.15
大井ホッケー競技場（仮称）(27）新築及び改修工事基本設計業務委託成果物のう
ち、第一球技場の図面編にある⑦断面図及び⑧立面図

3 1 1
（7条4号）セキュリティに関する情報であって、公にするこ
とにより、テロ等による犯罪の予防に支障を及ぼすおそれが
あると認められる情報であるため。

オリンピック・パラリ
ンピック準備局大会施
設部施設整備第一課

14 H28.10.19 H28.12.16
日本ボート協会ヒアリング議事録【平成26年8月21日】、日本カヌー連盟議事録【平成26年12月
24日】、日本トライアスロン連合議事録【平成27年1月7日】

8 1 1
（7条2号）個人に関する情報で特定の個人を識別することができる
ものに該当するため。

オリンピック・パラリ
ンピック準備局大会施
設部調整課

15 H28.10.19 H28.12.16

議事録（要旨）【2014.1.30】、視察（要旨）【2014.2.7】、議事録（要旨）【2014.3.27】、
議事録（要旨）【2014.4.9】、議事録（要旨）【2014.4.24】、議事録（要旨）【2014.5.8】、
議事録（要旨）【2014.5.19】、議事録（要旨）【2014.5.28-30】、出張復命書　ルツェルン
【2014.7.11-14】、出張復命書　長沼【2014.11.13】、議事録（要旨）【2014.11.14】、議事
録（要旨）【2014.11.15】、FISA＆IOC打合せ【2014.12.9】、ソチにおけるIF等との調整状況
について【2015.4.20-22】、議事録【2015.7.13】、議事録【2015.7.15-16】、議事録【Ｈ26年
7月3日】（日本カヌー連盟）、議事録【Ｈ26年7月10日】（日本カヌー連盟・大会組織委員
会）、議事録【2014.7.29】（日本カヌー連盟・大会組織委員会）、議事録【Ｈ26年8月7日】
（日本カヌー連盟・大会組織委員会）、議事録【Ｈ26年8月11日】（日本カヌー連盟）、議事録
【Ｈ26年12月24日】（日本カヌー連盟）、議事録【2016.3.17】（日本カヌー連盟・大会組織委
員会）、議事録【Ｈ26年8月22日】（国際カヌー連盟・日本カヌー連盟・大会組織委員会）、議
事録【2015.8.21】（国際カヌー連盟・日本カヌー連盟）、議事録【2015.10.18】（国際カヌー
連盟・日本カヌー連盟・大会組織委員会）、出張復命書【2014.9.14-15】（日本カヌー連盟）

133 1 1 1 1 1 1

（7条2号）個人に関する情報で特定の個人を識別することができる
ものに該当するため。
（7条3号）団体の事業活動に係る情報であって、公にすることによ
り当該団体の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるお
それがあるため。
（7条5号）検討過程の情報であって、公にすることにより、未成熟
な情報が確定した情報と誤解され、都民の間に混乱を生じさせるお
それがあるため。
（7条6号）会場計画の協議に係る検討過程の情報であることから、
公にすることにより、関係団体等からの信頼を不当に損なうことに
なると認められるものであり、今後のオリンピック・パラリンピッ
ク事業の運営上支障を来たすおそれがあるため。
（7条7号）第三者が、公にしないとの条件で任意に提供した情報で
あって、公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになる
と認められるため。

オリンピック・パラリ
ンピック準備局大会施
設部調整課

16 H28.10.19 H28.12.16
Comparison of Rowing Course Venue Plans  Cost Estimate for Sea Forest Waterway
Construction  Comparison of Construction Cost Estimation

9 1
オリンピック・パラリ
ンピック準備局大会施
設部施設整備第一課

17 H28.12.2 H28.12.16 横浜市の考えについて 1 1
オリンピック・パラリ
ンピック準備局大会施
設部施設整備第一課

18 H28.12.2 H28.12.16
小池知事に報告した競技施設等減額補正積算した各工事の見積、入札調書、請負契約
書、工事設計等の請負契約、減額補正した変更契約調書の概要。その建設、計画、工
事、監理等の会議の議事録、報告書の概要。

1
実施機関では、当該文書を作成及び取得しておらず、存在し
ないため。

オリンピック・パラリ
ンピック準備局大会施
設部施設整備第一課

19 H28.12.2 H28.12.16 宣誓書（指定職の職員） 2 1
オリンピック・パラリ
ンピック準備局総務部
総務課

20 H28.12.2 H28.12.16

（１）宣誓書（指定職の職員）
（２）宣誓書（平成28年12月２日現在、オリンピック・パラリンピック準備局に所属
している課長職以上の職員（指定職を除く。））
（３）経歴書（平成28年12月２日現在、オリンピック・パラリンピック準備局に所属
している職員）

1 1 1

（１）当該公文書は、実施機関で作成および取得後廃棄した
ため、現に保有しておらず存在しない。
（２）（７条２号）個人に関する情報で特定の個人を識別す
ることができるものであり、また、現在の情報と照合するこ
とにより、戸籍に関する情報を公にすることにつながる場合
もあるため。
なお、現に保有しないものについては、不存在である。
（３）（条例７条第２号）個人に関する情報で特定の個人を
識別することができるものであるため。

オリンピック・パラリ
ンピック準備局総務部
総務課

21 H28.12.14 H28.12.16
「新国立競技場整備事業　起工式」「JSC感謝の夕べ（2016報告会・新国立競技場整備事業　着
工記念式）」の開催について（御案内）

5 1 1
開示することにより車両が特定され、警備上の支障を及ぼすと認め
られるため。

オリンピック・パラリ
ンピック準備局総務部
総務課

22 H28.12.9 H28.12.22 平成28年1月29日付事務連絡「法律案の立案に係る情報提供について」 17 1
オリンピック・パラリ
ンピック準備局総務部
総務課

23 H28.10.27 H28.12.26
・視察（要旨）【2014.2.13】・IF視察写真（写真48枚）・IOCとの打合せ要点・申請
ファイル（案）の提出について（19東オ招調第163号）

4 1
オリンピック・パラリ
ンピック準備局大会施
設部調整課

24 H28.10.27 H28.12.26

FISA会議資料【平成26年5月28日】、FISA会議資料【平成26年11月14日】、IOC会議資
料【平成26年12月8日】、IOC会議資料【平成27年1月22日】、IOC会議資料【平成27年
2月2日】、視察（要旨）【2014.2.7】、議事録（要旨）【2014.5.28-30】、FISAによ
るボート会場代替地の視察・検討【11.13-15】、出張復命書【2014.11.13】、議事録
（要旨）【2014.11.14】、議事録（要旨）【2014.11.15】、IOC打合せ【12月8日
（月）】、FISA＆IOC打合せ【12月9日（火）】、公益社団法人日本ボート協会1月臨
時理事会決議事項【2015.1.19】、IOCビデオカンファレンス【1月22日】、議事録
（要旨）【2015.2.2】、議事録（要旨）【2015.2.3】、出張復命書【2014.9.14-15】
(日本カヌー連盟）、第31回オリンピック競技大会開催概要計画書の提出について
（18東オ招調第35号）

264 1 1 1 1 1 1 1

（7条2号）個人に関する情報で特定の個人を識別することができる
ものに該当するため。
（7条3号）団体の事業活動に係る情報であり、公にすることにより
当該団体の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそ
れがあるため。
（7条4号）セキュリティに関する情報であって、公にすることによ
り、テロ等による犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあると認めら
れる情報であるため。
（7条5号）国が行う事務又は事業に関する情報であって、公にする
ことにより、未成熟な情報が確定した情報と誤解され、都民の間に
混乱を生じさせるおそれがあるため。
（7条6号）団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にす
ることにより、率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれがある
ため。
（7条7号）第三者が、公にしないとの条件で任意に提供した情報で
あって、公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになる
と認められるため。

オリンピック・パラリ
ンピック準備局大会施
設部調整課

25 H28.12.13 H28.12.27
2016年3月末の合意にもとづいて開始された五輪費用負担等の役割分担見直しに関す
る東京都、国、組織委員会の3者協議に関する事務レベル及び部課長級の意見交換も
含めすべての記録

1
当該公文書は、実施機関では作成及び取得をしておらず、存
在しない。

オリンピック・パラリ
ンピック準備局総務部
総務課


